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▮ 第 131 回介護保険部会（2025.12.15） 資料３ 補足資料 

  P22（新たな相談支援のイメージ） 

 

○ 有料老人ホームについては、今後、登録制といった事前規制の導入を検討している。こうしたホ

ームにおける介護サービスの提供の場としての体制確保と併せて、要介護者が集住しているとい

う特性に鑑み、それと密接に関わるケアマネジメント側の体制確保も必要。 

○ このため、入居者へのケアマネジメントの独立制の担保や相談支援の機能強化の観点から、居宅

のケアマネジメントとは別に、登録制といった事前規制の対象となる有料老人ホーム（特定施設

を除く。）の入居者に係るケアプラン作成と生活相談のニーズに対応する新たな相談支援の類型を

創設する。 

○ この場合において、新たな相談支援を担う事業者の報酬については、現行の特定施設入居者生活

介護と同様、定額報酬(ケアプラン作成と生活相談を評価)とするとともに(今後、介護給付費分科

会で議論)、利用者への給付についても、ケアプラン作成を含めて定率負担の対象としている特定

施設入居者生活介護との均衡の観点から、定率(原則１割)の利用者負担を求めることが考えられ

るのではないか。 

 

 

▮ 第 132 回介護保険部会（2025.12.22） 資料１ 介護保険制度の見直しに関する意見（案） 

  P52（1785 行目）～P54（1870 行目）を抜粋したもの 

 

【④住宅型有料老人ホームの入居者に対して利用者負担を求めることについて】 

 

 ○ 中重度の要介護者や、医療ケアを要する要介護者等を入居対象とする有料老人ホームについて、要

介護者が入居することを踏まえた安全かつ適正な事業運営やサービス提供を確保する観点から、登

録制といった事前規制を導入することが適当であるとしている。 
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○ 事前規制の対象となる有料老人ホームは、これまでと同様、高齢者の「住まい」であることに変わ

りはないものの、要介護者が集住し、要介護者へのサービス提供の透明性について責任を有するな

ど、自宅等の一般的な在宅とは異なる位置付けも併せ持つこととなる。 

 

○ 具体的には、こうした有料老人ホームに関して、 

 ・ 新たに人員・設備・運営に関する基準を設ける 

 ・ 入居者に対するケアマネジメントについて、居宅介護支援事業所やケアマネジャーの独立性や、ケ

アマネジメントのプロセスの透明性を確保する観点から、有料老人ホームがケアマネジメントに関

する方針を作成・公表する 

 ・ サービスの内容について、運営主体が有料老人ホームと同一又は関連の居宅サービス事業所がある

場合には、有料老人ホームがその情報を公表する仕組みを設ける 

 ことを検討している。 

 

○ こうしたことを踏まえ、拠点運営、ケアプラン作成、介護サービス提供が一体的に実施され、それ

ぞれについて一体的に利用者負担の対象としている特定施設入居者生活介護等との均衡の観点か

ら、特定施設以外の住宅型有料老人ホーム（該当するサービス付き高齢者向け住宅を含む。）の入居

者に係るケアマネジメントに対して、利用者負担を求めることについて、議論を行った。 

 

○ これについて、見直しに慎重な立場からは、 

 ・ 住宅型有料老人ホームは、在宅サービスも外付けサービスであるなど、住まいと同様の仕組みであ

るところ、これに対して利用者負担を求める場合、住む場所によって取扱いが変わるということに

なり、仕組みとして不適当 

 ・ 一部の不適切な有料老人ホームによる「囲い込み」問題への対応として、適切に運営するホームも

含めて負担を求めるのは不適当 

 ・ 居宅サービスへの提供内容に対する有料老人ホームの事実上の関与・働きかけを認めることとも受

け取られ、利用者本位が損なわれるおそれがあるのではないか 

 との意見があった。 

 

○ 一方で、見直しに積極的な立場からは、 

 ・ 他サービスとの間の公平性の観点を踏まえて、利用者負担を導入すべき 

 ・ 住宅型有料老人ホームにおいては、実質的には施設サービスや特定施設と同様のサービス提供が行

われている現状を踏まえて、ケアマネジメントの利用者負担を求めることは、筋が通っているので

はないか 

 ・ 中重度の要介護者が住む有料老人ホームについては、自宅等とは異なる位置付けを有するものであ

り、利用者負担の導入に異論はない 

 ・ 有料老人ホームについては、高齢者が集住し、その透明性が一定確保されていること等を考える

と、一般的な在宅とは違った特徴と課題があり、独立性・透明性の担保を行いながら、負担を求め

ていくことは適切な方向性ではないか 

 との意見があった。 

 

○ このほか、 

 ・ 仮にこの案とする場合、一般の居宅介護支援も含めた利用者負担の議論に波及することを懸念して

おり、適切に線引きをした上で議論することが必要 

 ・ 仮にこの案とする場合でも、これで打ち止めとするわけではなく、ケアマネジメントの専門性を評

価することや、関心を高める観点から、低所得者にも配慮しつつ、引き続き幅広く負担の在り方を

検討すべき 
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 ・ 有料老人ホームと居宅介護支援事業所が、同一・関連法人、連携関係にある場合とそうでない場合

との関係について、丁寧に整理することが必要 

 との意見があった。 

 

【検討の方向性】 

 ○ こうしたそれぞれの考え方に係る議論も踏まえつつ、また、改革工程において、「第 10 期介護保険

事業計画期間の開始（2027 年度）までの間に結論を出す」新たな相談支援の類型に対して利用者負

担を求めることについて、丁寧に検討することが適当である。その際、新たな相談支援の類型にお

いて、ケアプラン作成と生活相談のニーズに一体的に対応することで、当該類型を行う事業者が入

居者の生活に関わる様々な情報を入手することが可能となり、ケアプランの作成等において有料老

人ホームと対等な立場でやりとりがしやすくなり、いわゆる**「囲い込み」対策にも資する面があ

る**と考えられるところ、利用者にとって公正中立なケアマネジメントを実現する観点から、利用

者負担を避けるための不適切なセルフケアプランの乱用を防ぐよう、必要な対応を検討することが

適当である。 

（※）入居者に対して行われるケアマネジメントの独立性の担保や相談支援の機能強化の観点から、居

宅のケアマネジメントとは別に、登録制といった事前規制の対象となる有料老人ホーム（特定施設

を除く。）の入居者に係るケアプラン作成と生活相談のニーズに対応する新たな相談支援の類型を

創設することが考えられる。 

 

○ なお、こうした方向性については、 

 ・ 特定施設入居者生活介護との均衡の観点からは、登録制といった事前規制や、新たな相談支援の類

型において、同様の体制が確保されることが必要であり、こうした取組と併せて検討していくこと

が必要ではないか 

 ・ 事実上、有料老人ホームの運営とケアプラン作成の結び付きが強まり、「囲い込み」を助長するこ

とになり得るものであり、また、住宅型有料老人ホームが「住まい」であることを前提とした、こ

れまでの考え方を大きく変えるものになるのではないか 

 との意見があった。 

 

 

以上 


